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④ 豚舎の内外に多数のネズミがおり、豚舎内に保管された飼料中にネズミ

の糞が確認されたこと 

から、農場がウイルスで汚染されていた場合、豚の移動やネズミ等の野生動

物、給餌車の出入りを介して豚舎内に侵入した可能性がある。 
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（25）25例目農場 

 

ア 農場概要 

所在地：岐阜県山県市 

飼養状況：肥育農場（飼養頭数：7,429頭） 

発生日：2019年６月５日 

 

イ 農場見取図 

  

※岐阜県家畜伝染病防疫対策本部第 31回本部員会議資料より改変 

 

ウ 経緯 

６月４日 飼養者から家保に異状の報告（同一豚舎で４頭死亡、１頭ひん死）が

あり、家保が病性鑑定を実施。PCR陽性。 

６月５日 別途解剖を実施した４頭でも、PCR陽性。疑似患畜と判定。 

６月８日 殺処分完了。 

６月９日 埋却完了。 

６月10日 防疫措置完了。 

 

  

① 肥育舎14
② 肥育舎13
③ 肥育舎12
④ 肥育舎0
⑤ 肥育舎1
⑥ 肥育舎2
⑦ 肥育舎3
⑧ 肥育舎4
⑨ 肥育舎5
⑩ 肥育舎7
⑪ 肥育舎10
⑫ 肥育舎11
⑬ 肥育舎15
⑭ 肥育舎16
⑮ 離乳舎A6
⑯ 離乳舎A5
⑰ 離乳舎A4
⑱ 離乳舎A3



- 182 - 
 

エ 検査 

（ア）検査結果 

 

 

病性鑑定（6月4日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 14 / 14 100.0% 9 / 10 90.0% 7 / 10 70.0%

殺処分前検査（6月5日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 15 / 15 100.0% 10 / 15 66.7% 15 / 15 100.0%

② 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 12 0.0%

③ 0 / 20 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0%

④ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 11 0.0%

⑤ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 11 0.0%

⑥ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 1 / 15 6.7%

⑦ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 14 0.0%

⑧ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0%

⑨ 1 / 15 6.7% 0 / 15 0.0% 1 / 15 6.7%

⑩ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 1 / 15 6.7%

⑪ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 10 0.0%

⑫ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 1 / 12 8.3%

⑬ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0%

⑭ 0 / 15 0.0% 0 / 15 0.0% 0 / 13 0.0%

⑮ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

⑯ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0%

⑰ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0%

⑱ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0%

4 / 51 7.8%

肥育舎14

同居豚

同居豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

同居豚

飼養豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

肥育舎4

離乳舎A4

肥育舎7

肥育舎10

肥育舎11

肥育舎15

病性鑑定時
陽性豚舎

環境材料

肥育舎0

肥育舎1

肥育舎2

肥育舎3

肥育舎5

離乳舎A3

肥育舎16

離乳舎A6

離乳舎A5

肥育舎14

肥育舎13

肥育舎12
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（イ）採材場所

 

 

 

 

 

 

※約20棟ある豚舎のうち、PCR、ELISAのいずれか（又は両方）が陽性となった3豚舎のみ整理。

肥育舎５

● ○

● ○○

● ○ ○

● ○ ○

● ○ ○

▲▲
●

○ ○

▲▲
●

○

▲▲
●

○ ○

● ○ ○

▲▲▲
●

○ ○

● ○ ○

○ ○

○

● ○ ○

● ○ ○●

● ○

● ○

○

環境陽性材料

入口 入口 場所 検査材料

肥育15 入口内側の長靴
豚房８、９号の床
豚房１、２の間ｎ通路

肥育舎１４ 肥育舎１５

□■■

■

□

■▲

□

□

□

□

飼養豚（ 病性鑑定）

△ ： PCR（ -） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ + ）

▲ ： PCR（ -） /ELISA（ + ）

飼養豚（ 殺処分前検査）

○ ： PCR（ -） /ELISA（ -）

● ： PCR（ + ） /ELISA（ -）

● ： PCR（ + ） /ELISA（ + ）

● ： PCR（ -） /ELISA（ + ）

環境材料

□ ： PCR（ -）

■ ： PCR（ + ）



- 184 - 
 

オ 飼養管理の概要 

（ア）農場及び農場周辺環境 

   農場は山林内に所在し、ウインドウレス豚舎２棟とカーテン式セミウイ

ンドウレス豚舎 17棟で構成されていた。 

農場は、12例目の系列農場であるが、両農場の間では、人員や器具・機

材等が行き来することはなかった。 

３月４日及び６月３日に農場近隣でイノシシの感染が確認されており、

いずれの事例も農場からの距離は約３㎞であった。 

  

（イ）管理人及び従事者 

農場における飼養管理等は 12によって行われており、離乳舎・肥育舎で

各１名 の責任者を置く他は、飼養管理の担当豚舎は決まっていなかった。 

この他、農場主が５月頃から出荷作業や堆肥の運搬を行っていたが、農

場主は豚舎や事務所内には立ち入らないこととしていた。これらの者に、最

近の海外渡航歴はなかった。 

 

（ウ）農場の飼養衛生管理 

① 人の農場入場時及び豚舎立ち入り時の消毒 

農場の従事者は、通勤の際、車両を農場のゲート内に設置された動力

噴霧器で消毒していた。車両を衛生管理区域内の事務所前に駐車した

後、事務所でシャワーを浴び、作業着と農場用の長靴に着替えていた。  

豚舎毎に踏み込み消毒槽と専用の長靴が用意されており、豚舎に入る

際は、農場用の長靴を消毒した後、すのこの上で、体表と手指をアルコ

ールスプレーで消毒し、豚舎用の長靴に履き替えていた。豚舎用の長靴

は豚舎内の水栓で、農場用の長靴は豚舎外の水栓で、使用後にそれぞれ

洗浄していた。 

 

② 車両の入場時の消毒等 

外部の業者等が農場に立ち入りする際は、農場のゲート内に設置され

た動力噴霧器で車両消毒を行い、動力噴霧器の側に設置された更衣・記

帳小屋で豚舎外用の長靴に履き替えていた。飼料運搬業者は、更に豚舎

外用の防護服を着用していた。 

 

③ 豚等の導入時の作業 

子豚の導入元である系列の繁殖農場が 12例目の発生農場となったた

め、発生後は他農場から子豚を導入していた。 
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週１回の子豚の導入の際は、導入元の農場に預けた自農場の車両を使

用していた。運転は導入元側が行い、運転手は農場で降車しなかった。

消毒した離乳舎の出荷台に直接豚を荷下ろししており、ケージは使用し

ていなかった。 

 

④ 豚等の出荷時の作業 

と畜場への出荷の際には、場内２カ所いずれかの出荷デポに豚を集め、

出荷用車両に乗せていた。出荷デポがない豚舎からは、場内用の豚運搬用

車両で豚を出荷デポまで運んでいた。 

出荷用車両の運転手は専用の靴と防護服を使用していた。と畜場では持

参したと畜場用の靴に履き替えて降車し、と畜場に用意された長靴に履き

替えていた。と畜場で使用した防護服はと畜場で廃棄し、長靴もと畜場で

履き替えていた。 

 

⑤ 豚舎間の豚の移動 

離乳舎から肥育舎に豚を移動する際は、農場内用の豚運搬用車両を荷台

の消毒を行った上で使用していた。肥育舎に移動した豚は、出荷まで基本

的に豚舎や豚房を移動することはなかった。 

 

⑥ 飼料 

飼料の給与は、パイプラインによる自動給餌であったが、離乳舎の子豚

については手作業で給餌を行っていた。この飼料は紙袋で豚舎に持ち込ん

でいた。 

 

⑦ 水 

豚への給水や豚舎の洗浄には沢水を塩素消毒して使用していた。 

 

⑧ 糞尿処理 

豚舎の糞便はコンポストで堆肥化した後、12例目の発生農場の衛生管理

区域外にある堆肥置き場に運搬していた（直近では５月中旬）。運搬は農場

内に駐車している堆肥用車両で、農場主が行っていた。 

  

⑨ その他 

  敷料としてオガ粉を使用していたが、県内での豚コレラ発生後は使用して

いなかった。 
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（エ）野鳥・野生動物対策 

 農場入り口にはゲートがあり、常時閉鎖している。 

 衛生管理区域は、擁壁や斜面を除き、下部をパネルで覆ったワイヤーメッ

シュ柵で囲われていた。調査時は農場北側に事務所を移設する工事中であ

り、農場北側の工事車両の出入り口には電柵のみが設置されていた。なお、

工事車両は農場への出入りに際して車両消毒は実施していなかった。 

  近年、農場周辺でイノシシを目撃したことはないとのことだった。農場内

ではカラス、ハト、その他の野鳥を見かけるが、豚舎の窓には防鳥ネットが

設置されており、豚舎内で野鳥を見かけることはないとのことだった。 

  豚舎内では、ネズミの痕跡や豚舎に侵入したネコを確認したが、病性鑑定

時陽性豚舎内では野鳥やネコを目撃することはないとのこと。 

 

（オ）死亡豚の取扱い 

豚の死体は焼却炉で処理するか、コンポストで処理していた。 

 

カ ウイルス侵入時期の考察 

①  殺処分前の検査の結果、病性鑑定時陽性豚舎である肥育舎１棟では、検

査された全ての豚で PCR陽性となり、その約３分の２で ELISA陽性となっ

た一方で、PCR陰性、ELISA陽性の個体はいなかったこと 

② ①の肥育舎以外では、別の肥育舎１棟で PCR陽性個体が１頭いたのみで、

これ以外の豚での感染が確認されていないこと 

③ 農場では、岐阜県内の農場から子豚を導入しているが、最初に子豚が入る

離乳舎では感染が確認されていないこと 

④ ①の肥育舎では、５月 10日前後に、全豚房に１週間程度、人が立ち入る

ことがあり、このことが豚舎内で急速に感染が拡大した要因である可能性が

あること 

から、農場へのウイルスの侵入時期は５月上旬から５月中旬と推定される。 

 

キ まとめ 

（ア）農場への侵入要因 

① 農場の周辺では多くの感染野生イノシシが確認されており、最も近い事

例では農場からの距離が約３kmであったこと 

② 農場周辺には一部間隙があったもののワイヤーメッシュ柵もしくは電柵

が設置されており、イノシシが農場内に侵入する可能性は低いこと 

③ ネコやネズミ等が農場に出入りすることは可能であったこと 

④ ２月以降、農場の工事区画には工事車両の出入りがあったが、その際、

車両消毒を実施していなかったこと 
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⑤ 農場では、岐阜県内の農場から子豚を導入しているが、最初に子豚が入

る離乳舎では感染が確認されていないこと 

⑥ 従事者が農場に入る際には、事務所でシャワーを浴び、農場内作業用の

作業着と長靴を使用していたこと 

から、感染野生イノシシ由来のウイルスが、野生動物や車両の出入りを介し 

て農場内に侵入した可能性がある。 

 

（イ）豚舎への侵入要因 

① 従事者が豚舎に入る際には、豚舎毎の作業着は使用していなかったも

のの、踏み込み消毒を実施するとともに、豚舎毎の長靴を使用し、手袋を

消毒していたこと 

② 病性鑑定時陽性豚舎には、ネズミが侵入しており、発生時の検査で、

ネズミの糞が PCR陽性となっていること 

③ 病性鑑定時陽性豚舎に豚が移動したのは４月であり、また、出荷時期

に達していないため、豚の移動が豚舎への侵入要因とは考えにくいこと 

から、農場内がウイルスで汚染されていた場合、ネズミ等の野生動物の出

入りを介してウイルスが豚舎内に侵入した可能性がある。 
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（26）26例目農場 

 

ア 農場概要 

所在地：愛知県田原市 

飼養状況：一貫農場（飼養頭数：1,254頭） 

発生日：2019年６月 12日 

 

イ 農場見取図 

 

 

ウ 経緯 

３月21日   ９例目の発生に伴う清浄性確認検査で、PCR、ELISAを実施、陰性。 

５月18日  23例目の発生に伴う発生状況確認検査で、PCR、ELISAを実施、陰性。 

６月３日  アクティブサーベイとして、死産胎子２頭で PCR実施、陰性。 

６月11日  23例目の発生に伴う清浄性確認検査を実施したところ、母豚１頭及び

離乳豚１頭で PCR 陽性。家保は病性鑑定を実施。 

６月12日 PCR陽性。疑似患畜と判定。 

６月13日 殺処分完了。 

６月14日 家畜の埋却完了。 

６月16日 防疫措置完了。 
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エ 検査 

（ア）検査結果   

 

 

 

  

清浄性確認検査（6月10日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 1 / 5 20.0% 0 / 5 0.0% 1 / 5 20.0%

② 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

③ 1 / 5 20.0% 0 / 5 0.0% 5 / 5 100.0%

④ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

⑤ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

⑥ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

⑦ 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

病性鑑定（6月11日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 1 / 6 16.7% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

③ 0 / 6 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 5 0.0%

殺処分前検査（6月12日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 2 / 20 10.0% 病性鑑定時陽性豚舎

② 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 10 / 20 50.0%

③ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 1 / 20 5.0%

④ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 1 / 20 5.0%

⑤ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0%

⑥ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0%

⑦ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0%

0 / 40 0.0%環境材料

ダブル舎（肥育舎）

中断・つなぎ舎（肥育
舎）

下段舎（肥育舎）

同居豚

母豚舎

離乳舎

離乳舎

分娩舎

飼養豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

分娩舎

離乳舎

育成舎

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

母豚舎
PCR(＋)は清浄性確認検査で
陽性個体の臓器

同居豚

飼養豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合

病性鑑定時陽性豚舎

育成舎

ダブル舎（肥育舎）

中段・つなぎ舎（肥育舎）

下段舎（肥育舎）

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

母豚舎

同居豚

飼養豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合
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（イ）採材場所 

 

 

オ 飼養管理の概要 

（ア）農場及び農場周辺環境                                                                                                                       

農場は、山際の丘陵地にあり、周囲を山林に囲まれていた。周囲には果樹

園やビニールハウスがあった。 

農場は 23例目の発生農場から北に約 2.6kmに位置していた。農場の向か

いには別の養豚農家があり、道路を挟んで隣接していたが、両農場で施設や

機材の共有はなかった。 

 

（イ）管理人及び従事者 

農場での飼養管理は３名で行われていた。１名が分娩舎と離乳舎での飼養

管理を行っており、ほかの２名がそれ以外の作業を行っていたが、相互に作

業を共有することはあった。このほか、更に１名がまれに作業を手伝うこと

があった。 

これらの者に、最近の海外渡航歴はなかった。 

 

（ウ）農場の飼養衛生管理 

① 人の農場入場時及び豚舎立ち入り時の消毒等 

農場の従事者は出勤時、通勤車両を衛生管理区域内に駐車し、農場奥の

管理棟で、自宅から履いてきた靴から農場内用の長靴に履き替えていた。 

1号豚舎（母豚舎） 北

△

入

口

△ ▲

△ △

※23例目の清浄性確認検査により6/10に採材された豚房を示す。

※6/11の追加採材、6/12の同居豚検査、環境検査については、すべての検体が陰性。

2号豚舎（分娩舎） 3号豚舎（離乳舎）

入口

入

口

▲

△

△△

△△ △ △

△△

群飼 １ ０ 房 種雄 ３ 房 ｽﾄ ﾙー ８ 房

ｽﾄ ﾙー 59房

ｽﾄ ﾙー 16房

飼養豚

△ ： PCR（ -） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ + ）

▲ ： PCR（ -） /ELISA（ + ）
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豚舎に立ち入る際、各豚舎の入り口で踏み込み消毒槽による消毒は行わ

れていたが、豚舎毎の長靴や衣服の交換は行われていなかった。また、豚

舎に立ち入る際の手指消毒は、豚に直接触れる作業の前に、アルコールス

プレーにより実施していた。 

 

② 車両の入場時の消毒等 

外部の業者等が衛生管理区域内に入る際は、農場入り口で外来者用長靴

に履き替えていたが、衣服の交換はしていなかった。 

飼料運搬車は、農場入り口の動力噴霧器で車両消毒し、運転手は農場用

長靴に履き替えてから農場内に入っていた。一部の飼料タンクに飼料を投

入する際には、農場入り口での車両消毒後、衛生管理区域を出て、もう一

方の農場入り口から再び衛生管理区域に入る必要があったが、その際、再

度の車両消毒は行われていなかった。 

 

③ 豚等の導入時の作業 

農場では、直近で生体の導入はなかった。以前から、ほぼ直接交配（一

部人工授精）で種付けを行っていたが、愛知県で豚コレラが発生した以降

は全て直接交配となっていた。 

 

④ 豚等の出荷時の作業 

出荷の際は、通常は出荷業者の車両を出荷業者が運転して行っていた

が、頭数が多い時には、あわせて衛生管理区域外の駐車場に駐車している

自農場の出荷用車両を農場の従事者が運転していた。 

出荷業者の運転手は、農場入り口での車両消毒の時以外は基本的に降車

せず、各肥育舎の出荷台につけた出荷用トラックに、農場の従事者が直接

豚を追い込んでいた。 

 

⑤ 豚舎間の豚の移動 

豚舎間で母豚を移動する際には、消毒液を散布した豚舎外の地面を歩

かせていた。離乳舎から育成舎に豚を移動する際には、手押しの運搬車

に子豚を乗せて移動させていた。 

また、育成舎から肥育舎に豚を移動する際には、舎外にある移動用通

路に消石灰を散布し、その上を歩かせていた。 

一部肥育舎に豚を移動する際には、使用前に消毒したケージを用いて

フォークリフトで移動させていた。 
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⑥ 飼料 

飼料給与は、パイプラインによる自動給餌であったが、一部の豚舎は

飼料を手作業で給餌していた。手押しの給餌車に飼料を積み込む際、一

旦豚舎外に出る必要があったが、移動経路上に消石灰を散布していたも

のの、噴霧器等による運搬車の車輪の消毒は実施していなかった。 

運搬車には常に飼料が積まれた状態で分娩舎内に保管されていたが、

飼料にネズミの糞等が混入することはなかったとのこと。 

 

⑦ 水 

豚への給水や豚舎の洗浄には、井戸水を使用していた。 

 

⑧ 糞尿処理 

豚舎の糞便は、スクレーパーで収集され、重機で発酵ハウスに搬入し

ていた。堆肥と糞便の移動作業では、２カ所ある堆肥舎を重機で往復す

ることがあり、その際、道路に出て、車両消毒せず衛生管理区域内に戻

ることがあった。 

なお、堆肥は農場の車両で耕種農家に配達していたが、これまでに豚

コレラの発生が確認されていた地域への配達はなかったとのこと。 

 

（エ）野鳥・野生動物対策の状況 

農場周辺の山地では、イノシシの生息は確認されていなかった。調査時に

も、農場周辺でイノシシの生息痕は認められなかった。 

衛生管理区域の周囲にワイヤーメッシュ柵や電柵は設置されていなかっ

た。豚舎の開口部には防鳥ネットが設置されており、豚舎内で野鳥を見かけ

ることはなかったとのこと。農場周辺では、カラスを見かけることはあった

が、今年は以前のように集団で農場周辺を飛び回ることはなかったとのこ

と。 

農場内では普段から野良ネコやネズミ等の野生動物は見られないとのこと

であり、調査時にもこれらの野生動物は見られず、痕跡も確認されなかっ

た。 

 

（オ）死亡豚の取扱い 

豚の死体は、防鳥ネットを設置した農場内の堆肥舎及び発酵ハウスで堆肥

化処理していた。 
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カ ウイルス侵入時期の考察 

① 清浄性確認検査及び殺処分前の検査の結果、母豚舎と離乳舎で１頭ずつの

合計２頭のみ PCR陽性個体が確認され、ELISAは全て陰性であったこと 

② 陽性となった母豚の子豚及びその同居豚、陽性となった子豚の同居豚を検

査した結果、他に陽性個体は認められなかったこと 

から、農場へのウイルスの侵入時期は６月上旬と推定される。 

 

キ まとめ 

（ア）農場への侵入要因 

① 農場の周辺地域では、感染イノシシは認められていないこと 

② 農場の外周にはワイヤーメッシュ柵や電柵は設置されていなかったこと 

③ 一部の飼料タンクに飼料を搬入する際、農場入り口の動力噴霧器で車両を

消毒した後、一旦､農場外に出て、農場内のタンクに飼料を搬入する必要があ

ったこと 

から、他の発生農場由来のウイルスあるいは比較的離れた地域から持ち込ま

れた感染野生イノシシ由来のウイルスが、野生動物や車両を介して侵入した

可能性がある。 

 

（イ）豚舎への侵入要因 

① 病性鑑定時陽性豚舎では手給餌を行っていたが、豚舎外の飼料タンクか

ら、手押しの給餌車で飼料を豚舎に入れる際、経路上を消石灰等で消毒す

るのみで、給餌車の車輪の消毒等は実施していなかったこと 

② 従事者が豚舎に入る際には、踏み込み消毒が実施されていたが、豚舎毎

の長靴の履き替えや作業着、手袋の使用は行われていなかったこと 

から、農場内がウイルスで汚染されていた場合、人や給餌車の出入りを介し

てウイルスが豚舎内に侵入した可能性がある。 
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（27）27例目農場 

 

ア 農場概要 

所在地：岐阜県関市 

飼養状況：一貫農場（飼養頭数：1,193頭） 

発生日：2019年６月 23日 

 

イ 農場見取図 

 
 

ウ 経緯 

６月22 日  

 

飼養者より家保に異状（育成豚６頭が死亡）の報告があり、家保が病

性鑑定を実施。ELISA 陽性。 

６月23 日  PCR陽性、疑似患畜と判定。 

６月24 日 殺処分完了。 

６月25日 家畜の埋却完了。防疫措置完了。 
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エ 検査 

（ア）検査結果

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病性鑑定（6月22日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

③ 19 / 19 100.0% 11 / 22 50.0% 10 / 15 66.7%

殺処分前検査（6月23日採材）　※2検体でPCR(-)/ELISA(+）

① 2 / 20 10.0% 0 / 20 0.0% 5 / 19 26.3%

② 1 / 20 5.0% 0 / 20 0.0% 2 / 20 10.0%

③ 20 / 20 100.0% 9 / 16 56.3% 12 / 20 60.0%

④ 18 / 20 90.0% 9 / 19 47.4% 9 / 19 47.4%

⑤ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 2 / 19 10.5%

11 / 50 22.0%

ストール舎

（陽性数/検査数） （該当数/検査数）

子豚舎

病性鑑定時
陽性豚舎

陽性率
WBC 10,000個/μl未満

割合

同居豚

同居豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

同居豚

飼養豚

PCR検査
陽性率

（陽性数/検査数）

ELISA検査

環境材料

分娩舎

子豚舎

肉豚舎

離乳舎
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（イ）採材場所 

 

 

オ 飼養管理の概要 

（ア）農場及び農場周辺環境                                                                                                                       

農場は山地の麓からは１km以上離れた平野部に所在し、田畑や住宅地に

囲まれていた。半径 10km圏内の養豚農家で、複数の発生がある地域であっ

た。 

昨年 12月から今年５月にかけて感染野生イノシシが周辺で多数確認され

ており、最も近い事例では、農場からの距離は約３kmであった（12月９日

採材）。 

農場は５棟のカーテン式開放豚舎からなる。農場は道路を挟んで対面にも

敷地があり、日常の飼養管理で人や豚が移動する際は道路を横切る必要があ

った。 

 

  

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

堆肥舎
 離乳舎

〇 〇

〇 〇

肉
豚
舎

〇

堆肥舎

堆
肥
舎

〇

● ●●● ● ●● ●●

● ● ●●

●

〇

〇

子
豚
舎

● ● ●

●

公
道

〇

●● ●

▲▲▲ ●

〇

●●

●

〇 〇

●

●
▲▲

▲●
● ●● ●

〇

● ●

〇 〇

分
娩
舎

▲▲▲ ● ● ●● ▲▲▲ ● ▲▲▲ ●

○ ○ ●○

○

〇

〇 〇

○ ○ ○ 〇 〇○ ○ ○

○ 〇

○ ○ ○ ●

○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○

物置

ス
ト
ー

ル
舎

○ ○

● ○ ○

■■■■

■
■ ■

■

■■

■

□

□

□□

□
□

□

□
□

□ □□□□

□
□

□
□

□
□□□

□□

□

□

□

□

□□□

□□□

□

□

□

□□

飼養豚（ 病性鑑定）

△ ： PCR（ -） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ -）

▲ ： PCR（ + ） /ELISA（ + ）

▲ ： PCR（ -） /ELISA（ + ）

飼養豚（ 殺処分前検査）

○ ： PCR（ -） /ELISA（ -）

● ： PCR（ + ） /ELISA（ -）

● ： PCR（ + ） /ELISA（ + ）

● ： PCR（ -） /ELISA（ + ）

環境材料

□ ： PCR（ -）

■ ： PCR（ + ）

環境陽性検体

場所 採材材料

子豚舎 入口内　床

子豚舎 ３，４間　床

子豚舎 豚房28　飼槽

子豚舎 豚舎　奥

子豚舎 豚舎　奥　床

子豚舎 豚房21、30　間床

子豚舎 豚房21、30　頭上の枠

子豚舎 豚房45、44　間換気扇

肉豚舎 豚房46、5間　床

肉豚舎 豚房35、16間　床

肉豚舎 豚房30、31間　換気扇
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（イ）管理人及び従事者 

農場における飼養管理等は、主に２名で行われていた。豚舎や作業の担当

は定まっておらず、共同で作業をしていた。なお、他に１名が作業を手伝う

ことがあった。これらの者に、最近の海外渡航歴はなかった。 

 

（ウ）農場の飼養衛生管理 

① 人の農場入場時及び豚舎立ち入り時の消毒等 

農場の従事者は、農場に隣接する自宅から履いてきた靴を、豚舎外の長

靴置き場で豚舎用の長靴に履き替えていた。長靴は豚舎毎には用意されて

いなかったが、豚のステージに応じて３カ所に用意されていた。 

豚の移動や堆肥の運搬の際は、この豚舎用の長靴のまま豚舎外に出るこ

とが多かったが、そうでない場合は長靴置き場にあるサンダルに履き替え

てから豚舎外を移動していた。作業着は自宅から着てきたものをそのまま

農場で使用しており、手袋は豚舎毎の交換や消毒がされていなかった。 

農場前の道路は、１日１回、朝の作業の途中で動力噴霧器により路面の

消毒を行っていた。また、すべての豚舎に踏み込み消毒槽があり、豚舎に

出入りする際は長靴や手押しの運搬車の車輪の消毒を行っていた。 

 

② 車両の入場時の消毒等 

農場に出入りする飼料運搬車両は、農場前の道路上で車両消毒を行って

いた。運転手は、農場用の長靴と手袋を使用して作業を行っていた。飼料

タンクには主に道路上から飼料を投入していたが、一部の飼料タンクにつ

いては飼料運搬車が農場敷地内に入って作業を行う必要があった。 

 

③ 豚等の導入時の作業 

農場では、生体の導入は１年程度しておらず、購入した精液は郵送で受

け取っていた。 

 

④ 豚等の出荷時の作業 

と畜場への出荷は、出荷業者が行っていた。出荷業者の車両は、農場前

の公道で車両消毒を行った後、肉豚舎前の出荷台前に車両をつけていた。 

出荷用車両の運転手は、農場用の手袋・長靴・防護服に着替え、農場の

従事者が豚舎外に移動した豚を出荷用車両の荷台に追い込む作業を行って

いた。出荷用車両の運転手は、出荷作業の際、豚舎に入ることはなかっ

た。 
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⑤ 豚舎間の豚の移動 

母豚や肉豚は、豚舎外の石灰帯の上を歩かせて移動させていた。噴霧器

等による豚の四肢の消毒は行っていなかった。子豚は、手押しの運搬車に

積み込んで豚舎間を移動させており、運搬車は公道を横切ることがあっ

た。その際は、公道と運搬車の車輪に消毒薬をかけて消毒を行っていた。 

運搬車の荷台は、使用前の消毒は行っていなかった。 

 

⑥ 飼料 

農場は、パイプラインによる自動給餌であったが、ストール舎は豚舎外

にある飼料タンクから手押しの運搬車に積載した飼料を豚舎内に運び、手

作業で給餌を行っていた。運搬車が豚舎に入る際には、消毒液により車輪

の消毒を行っていた。 

 

⑦ 水 

豚への給水や豚舎の洗浄には、井戸水を使用していた。 

 

⑧ 糞尿処理 

豚舎の糞便は、スクレーパーもしくは手作業で収集し、手押しの運搬車

で場内の堆肥置き場に運んでいた。 

 

（エ）野鳥・野生動物対策の状況 

衛生管理区域は、一部ネットが設置されているものの、電柵やワイヤーメ

ッシュ柵は設置されておらず、境界が明確にされていなかった。豚舎の開口

部は一部防鳥ネットで覆われていたが、大部分には防鳥ネットが設置されて

いなかった。 

農場周辺には野良ネコが多数おり、農場内にも入ることがあるとのこと。

また、ネズミによる断熱材のかじり屑や糞等の痕跡が多数認められ、調査時

にもネズミが確認された。 

 

（オ）死亡豚の取扱い 

農場の豚の死体は、堆肥化処理していた。 

 

カ ウイルス侵入時期の考察 

① 殺処分前の検査の結果、子豚舎と肉豚舎のほぼ全ての個体で PCR陽性とな

り、その約半数で ELISA陽性となったこと 

② 子豚舎から豚が移動する肉豚舎で、ELISA陽性、PCR陰性の個体が２頭確

認されたこと 
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③ 母豚では数頭が PCRのみ陽性で、離乳舎では感染が確認されなかったこと 

から、農場へのウイルスの侵入時期は４月下旬から５月中旬頃と推定される。 

 

キ まとめ 

（ア）農場への侵入要因 

① 農場内を公道が横切っているため、飼養管理の際に、長靴の交換を行わ

ずに農場前の公道を横断する機会があったこと 

② 公道に面した農場敷地内を、豚を歩かせて移動することがあったこと 

③ 農場の周囲にはワイヤーメッシュ柵や電柵が設置されていなかったこと 

④ 豚舎には防鳥ネットが設置されていない又は、設置されていても隙間が

認められたため、野鳥等の野生動物が侵入する可能性があったこと 

⑤ 農場周辺でイノシシの生息は確認されていないが、近隣の山間部では多

くの感染イノシシが確認されており、最も近いもので農場まで約３kmであ

ったこと 

⑥ 農場内では、ネコ、ネズミ等の野生動物が認められたこと 

から、感染野生イノシシ由来のウイルスが、農場周辺に運ばれた場合、人や

野生動物の出入り及び豚の移動を介して農場内に侵入した可能性がある。 

 

（イ）豚舎への侵入要因 

① 豚舎には防鳥ネットが大部分で設置されておらず、野生動物が侵入する

可能性があったこと 

② 従事者が豚舎に入る際には、踏み込み消毒が実施されていたが、豚舎毎

の長靴の履き替えは徹底されておらず、作業着、手袋の交換は行われてい

なかったこと 

③ 豚舎内には多くのネズミが認められ、ネコも豚舎内に入る可能性があっ

たこと 

④ 公道に面した農場敷地内を、豚を歩かせて移動することがあったこと 

から、農場内がウイルスで汚染されていた場合、人やネズミ等の野生動物の

出入りを介して、あるいは豚の移動によりウイルスが豚舎内に侵入した可能

性がある。  
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（28）28例目農場 

 

ア 農場概要 

所在地：愛知県西尾市 

飼養状況：繁殖農場（飼養頭数：1,141頭） 

発生日：2019年６月 29日 

 

イ 農場見取図 

 

 

ウ 経緯 

６月28日 飼養者から家保に異状の通報（30～60日齢の子豚が数日で20～30頭死

亡が死亡）があり、家保が病性鑑定を実施。 

６月29日 PCR陽性。疑似患畜と判定。 

農場が属する団地内の他３農場について、農場の境界が明確にされて

いないこと、それぞれの農場が団地外に有する３農場について、農場

間で豚の移動があることから、疫学関連農場となる。 

７月１日 家畜の殺処分完了（疫学関連農場については７月４日までに完了）。 

７月９日 家畜の埋却完了。殺処分完了。 
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エ 検査 

（ア）検査結果 

 

 

 

 

  

病性鑑定（6月28日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

① 0 / 10 0.0% 0 / 10 0.0% 0 / 10 0.0%

② 10 / 10 100.0% 0 / 10 0.0% 5 / 10 50.0%

⑥⑦⑧ 10 / 10 100.0% 4 / 10 40.0% 7 / 10 70.0%

殺処分前検査（6月29日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし

② 20 / 20 100.0% 0 / 20 0.0% 14 / 20 70.0%

③ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 2 / 20 10.0%

④ 2 / 20 10.0% 1 / 20 5.0% 5 / 19 26.3%

⑤ 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 1 / 20 5.0%

⑥ 1 / 20 5.0% 0 / 20 0.0% 1 / 20 5.0%

⑦ 15 / 20 75.0% 3 / 20 15.0% 13 / 20 65.0%

⑧ 3 / 20 15.0% 0 / 20 0.0% 2 / 19 10.5%

0 / 50 0.0%

殺処分前検査（6月29日採材）　※PCR(-)/ELISA(+）の検体はなし、環境材料はすべて陰性

1 / 70 1.4% 0 / 70 0.0% 6 / 70 8.6%

0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0% 0 / 20 0.0%

4 / 40 10.0% 0 / 40 0.0% 8 / 40 20.0%

1 / 60 1.7% 0 / 15 0.0% 2 / 57 3.5%

0 / 200 0.0% 1 / 200 0.5% 23 / 198 11.6%

病性鑑定時
陽性豚舎

病性鑑定時
陽性豚舎

疫学関連農場A（本場）

疫学関連農場C（本場）

疫学関連農場B（本場）

疫学関連農場A（分場）

疫学関連農場B（分場）

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）
同居豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査
陽性率

旧豚舎（分場）

中豚舎（分場）

新豚舎（分場）

環境材料

分娩舎（本場）

子豚舎（本場）

肥育舎（分場）

陽性率

陽性率
ELISA検査

陽性率

飼養豚

PCR検査

WBC 10,000個/μl未満
割合

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

WBC 10,000個/μl未満
割合

育成舎（本場）

同居豚

飼養豚

PCR検査
陽性率

ELISA検査

（陽性数/検査数） （陽性数/検査数） （該当数/検査数）

子豚舎(本場）

ストール舎（本場）

同居豚

離乳舎（本場）
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（ア）採材場所 
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オ 飼養管理の概要 

（ア）農場及び農場周辺環境                                                                                                                       

農場は丘陵地にある養豚団地内にあり、その周囲には山林や住宅地、果樹

園等があった。 

養豚団地は４農場からなり、農場を含む３農場は団地外に肥育農場を有し

ていた。団地内の農場間でその境界は明確にされておらず、人や車両の動線

も交差していた。 

農場は４棟の開放豚舎からなっていた。 

 

（イ）管理人及び従事者 

農場における飼養管理等は、担当者２名及び分場の担当者１名で行われて

いたが、相互に作業や豚舎、分場との行き来があり、明確な役割分担はされ

ていなかった。 

いずれの者にも、最近の海外渡航歴はなかった。 

 

（ウ）農場の飼養衛生管理 

① 人の農場入場時及び豚舎立ち入り時の消毒等 

農場間の境界は明確にされておらず、養豚団地はひとつの衛生管理区域

として管理されていた。団地内の農場間では、飼料の搬入・移動、堆肥の

運搬、豚の移動・出荷等を行う人や車両の動線が重複しており、複雑に交

差していた。 

団地には複数の入り口があったが、車両は動力噴霧器が設置された農場

脇の入り口で車両消毒を行い、団地に出入りしていた。 

農場の従事者は、通勤車両を車両消毒した上で衛生管理区域内に駐車し

ていた。農場では、運転用の靴から長靴に履き替えて作業を行っていた

が、農場内では同じ長靴を使用しており、豚舎に入る際、履き替えること

はしていなかった。作業では手袋を使用しておらず、豚舎毎の手洗いや手

指消毒も行っていなかった。 

作業着は自宅から着用してきたものを農場でそのまま使用しており、分

場に移動して作業をする際も着替えずに作業を行っていた。 

豚舎に立ち入る際、豚舎の入り口で踏み込み消毒槽による消毒を行って

いたが、一部の豚舎には踏み込み消毒槽が設置されておらず、他の豚舎の

消毒槽で消毒した後、豚舎外を歩いてから、豚舎内に入っていた。 
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② 車両の入場時の消毒等 

外部の業者等が衛生管理区域内に立ち入りする際は、農場入り口で外

来者用長靴に履き替えていたが、作業着や手袋の交換はしていなかっ

た。 

飼料運搬車は、車両消毒し、運転手は外来者用長靴に交換した上で、

農場内に入っていた。なお、紙袋飼料は衛生管理区域外で受け渡しをし

ていた。 

 

③ 豚等の導入時の作業 

農場では、県内及び県外から生体を導入する際は農場外で積み替えてい

たため、導入元の車両が衛生管理区域に入ることはなかった。採精や直接

交配は行っておらず、県外から購入した精液を使用していた。なお、精液

は農場とは別の場所にある自宅で受け取っていた。 

 

④ 豚等の出荷時の作業 

と畜場への出荷の際は、分場の出荷用車両で行っていた。豚の積み込み

は分場の担当者が行うが、出荷は団地の農場の担当者が行っていた。 

出荷用車両はと畜場で洗浄消毒してから分場に戻り、分場で再度消毒し

ていた。 

 

⑤ 豚舎間の豚の移動 

子豚を農場内で移動させる際は、農場専用のケージを使用して行ってい

た。ケージは使用後に洗浄・消毒しているとのことだったが、徹底はされ

ておらず、また屋外で保管されていた。母豚を農場内で移動させる際は、

消石灰を散布した地面を歩かせていた。 

子豚を分場に移動させる際は、分場の運搬用車両と分場のケージを使用

して行っていた。ケージは使用後に洗浄・消毒しているとのことだった

が、徹底はされておらず、また屋外で保管されていた。車両の運転は分場

の担当者が行っていた。 

 

⑥ 飼料 

パイプラインによる自動給餌であったが、母豚の一部には飼料を手作

業で給餌していた。その際、分娩舎内で手押しの運搬車に飼料を積み込

んだ後、屋外に出てストール舎に運搬する必要があった。運搬車の車輪

の洗浄・消毒は行われていなかった。 
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⑦ 水 

豚への給水や豚舎の洗浄には、団地で共有する井戸の水を使用してい

た。 

 

⑧ 糞尿処理 

豚舎の豚糞は、堆肥舎に一旦集めた後、分場の堆肥舎で堆肥化し、県

外に出荷していた。 

 

（エ）野鳥・野生動物対策の状況 

イノシシは、農場周辺で見かけたことはないとのことだった。調査時も農

場周辺や農場内にイノシシが出没した形跡は見られなかったが、農場から数

km圏内ではイノシシの生息が示唆されている。 

衛生管理区域の周囲にワイヤーメッシュ柵や電柵は設置されていなかっ

た。豚舎の開口部には防鳥ネットが設置されていたが、外壁に間隙がある豚

舎もあった。 

ネズミは対策をしているので、ほとんど見かけることがないとのことだっ

た。一方で、野犬や野良ネコが農場周辺におり、野良ネコは豚舎内に入るこ

とがあるとのこと。 

 

（オ）死亡豚の取扱い 

豚の死体は、堆肥舎で堆肥化処理していたが、堆肥舎にネット等はなかっ

た。 

 

カ ウイルス侵入時期の考察 

① 本場の子豚舎では、豚がいる豚房すべてが PCR陽性となったが、ELISA陽

性となった個体はいないこと 

② 本場の分娩舎では、母豚３頭が PCR陽性で、そのうち１頭は ELISAでも陽

性となったが、離乳舎の子豚では感染が確認されなかったことから、感染母

豚の子豚から感染が拡大したとは考えにくいこと 

③ 分場の肥育舎においては、６月 21日と 22日に本場から移動した肥育豚は

全頭 PCR陽性、一部は ELISAも陽性となっており、PCR陽性個体は、分場に

３棟ある肥育舎のうちこれらの豚が導入された豚舎で最も多く、それ以外の

豚舎では数頭が PCR陽性になっているのみで、ELISA陽性の個体は認められ

ないこと 

④ 本場、分場とも、ELISAが陽性で PCRが陰性の豚は確認されていないこと 

から、農場へのウイルスの侵入時期は、５月中旬から６月上旬と推定される。 
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キ まとめ 

（ア）農場への侵入要因 

① 近隣の山間部ではイノシシの生息が確認されているものの、近隣で感染

野生イノシシは確認されていないこと 

② 農場が属する養豚団地では、敷地の境界にワイヤーメッシュ柵や電柵は

設置されていなかったこと 

③ 養豚団地に出入りする車両の消毒のための動力噴霧器は、最初に感染が

起こったと考えられる子豚舎に隣接して設置されていたこと 

④ 農場内にはネコや野犬が出入りし、豚舎内ではネズミも認められたこと 

⑤ 本場から分場への肥育豚の輸送は、分場の屋外に保管しているケージと

分場の車両を用いて行われていたが、ケージの洗浄、消毒は十分とはい

えなかったこと 

から、由来は特定できないものの、ウイルスが車両や野生動物等により農場

周辺に運ばれた場合、車両や野生動物の出入りを介してウイルスが農場内に

侵入した可能性がある。 

 

（イ）豚舎への侵入要因 

① 豚舎に入る際には、踏み込み消毒が実施されていたが、豚舎によっては

徹底されておらず、豚舎毎の長靴、作業着や手袋の使用は行われていなか

ったこと 

② 本場の豚舎間や分場への子豚の移動にはそれぞれ専用のケージを使用し

ていたが、いずれも屋外に保管されており、洗浄・消毒は十分ではなかっ

たこと 

③ 豚舎内にはネコ、ネズミ等の野生動物が侵入していたこと 

から、農場内がウイルスで汚染されていた場合、人やネズミ等の野生動物の

出入り及び豚の移動を介してウイルスが豚舎内に侵入した可能性がある。 
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６ 全体のまとめ 

 

（１）海外から我が国への侵入要因 

 

我が国のこれまでの発生で発生農場の豚や野生イノシシから分離されたウイ

ルスの遺伝子を分析したところ、いずれも極めて類似しており、過去に国内で流

行していたウイルスや過去に国内で使用されていたワクチンのウイルスとは異な

っていた。したがって、豚とイノシシにおける一連の発生は、新たなウイルスが

海外から侵入し、その後、国内で感染拡大したことによって起こったと考えられ

る。 

 

更に、ウイルス遺伝子の分析を行った結果、今般の発生の原因となったウイル

スは、Subgenotype 2.1dであることが判明している。この Subgenotypeのウイル

スは、近年、中国国内で発生している、弱い病原性を示す豚コレラの原因である

ことが報告されている。一方で、中国以外の東アジア地域の各国では、流行株の

解析が進んでおらず、これらの国でも近縁の株による発生が起こっている可能性

は否定できない。したがって、今般の発生の原因となったウイルスは、中国また

はその周辺国から侵入したウイルスであると推定される。 

 

また、各発生農場へのウイルスの侵入時期を推定した結果、最初にウイルスに

感染した農場は、１例目の発生農場（岐阜県岐阜市）と考えられ、一方、イノシ

シ群へのウイルスの推定侵入時期は、発生以前の死亡イノシシの発見状況も踏ま

えると、１例目へのウイルスの推定侵入時期と前後すると考えられる（図 18）。 

 

更に、これまでの疫学調査の結果等から、 

① １例目の発生農場では、海外からの畜産物等の持ち込みは確認されていない

こと 

② １例目の発生農場の飼養管理者に海外への渡航歴はなく、飼養管理者の衣服

等に付着して CSFVが持ち込まれた可能性はないこと 

③ １例目の発生農場の近くに観光地や公園等はなく、当該農場に豚コレラ発生

国の外国人観光客などが農場に立ち入った可能性は低いこと 

④ 我が国では、豚コレラ発生国からの家畜・畜産物の輸入は規制されているが、

旅行者の手荷物や海外からの郵便物に対する輸入検査の受検は自己申告方式

であるため、旅行者の手荷物や国際小包により、CSFVで汚染された豚肉また

は豚肉製品が輸入検疫を受けずに持ち込まれる可能性があること 

⑤ CSFV で汚染された豚肉または豚肉製品が、事業ごみ､家庭ごみまたは行楽地

などでごみとして廃棄された場合、地域に生息する野生イノシシが摂食する

ことで感染する可能性があること 

を踏まえると、「海外から直接１例目の発生農場にウイルスが侵入した可能性」よ

りも、「海外からイノシシ群にウイルスが侵入し、それが１例目の発生農場に伝播

した可能性」の方が高いと考えられる。 
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（２）国内での感染拡大要因 

今般の発生における農場での発生事例について、各事例から分離されたウイル

スの遺伝子を比較するとともに（４ 分離ウイルスの性状分析）、摘発までの経

緯、発生後の検査結果及び発生後に実施された疫学調査の結果を示すとともに、

これらの結果から推定された、農場へのウイルスの侵入要因と、豚舎内への侵入

要因について検討した（５ 発生事例に関する疫学調査）。 

今後、農場おいて実施するべき豚コレラの感染防止対策を検討するため、これ

らの要因を次のようにとりまとめた。 

 

ア 農場への侵入要因 

28 例目までの各発生農場へのウイルスの推定侵入要因として、比較的可能

性が高いものは表３のとおりである。 

 

７例目及び８例目では、これらの農場から感染豚が他の農場に出荷されたこ

とにより、出荷先農場での感染が確認されており、感染豚の移動が重要な感染

経路であると考えられた。 

また、９例目、14例目、23例目及び 28例目については、施設等を共有する

養豚団地での発生であったことから、団地内の全ての農場が殺処分の対象とさ

れたが、このうち、23例目を除き、団地内での感染拡大が起こっていたことが

確認され、団地内の農場間での感染防止の難しさが示された。 

一方、田原市での発生事例のうち、９例目、14例目、16例目及び 23例目か

ら分離されたウイルスは、遺伝子検査の結果互いに近縁であったが、これらの

周辺では野生イノシシの感染は確認されておらず、地域内の発生農場由来のウ

イルスが別の農場の感染源となったと考えられる。これらの農場間は 0.9㎞か

ら 3.9km離れているが、こうした距離でウイルスが伝播する具体的な要因につ

いては、カラスなどの野生動物、生活圏の共有、防疫措置に利用した車両等が

想定される。カラスなどの野生動物によるこうした伝播が起こりうるかについ

ては、科学的検証が求められるとともに、数 km 離れていても、近隣の感染農

場が感染源となる可能性があることについて注意が必要である。 

 

各事例のウイルスの侵入要因としては、28例中ほとんどの事例で、豚コレラ

に感染した野生イノシシ由来のウイルスが侵入した可能性があったれた。一方、

田原市の５例（９例目、14例目、16例目、21例目及び 23例目）では、各事例

の感染時期や遺伝子解析の結果などから、近隣の発生農場由来のウイルスが原

因と考えられた。このうち、９例目と 16 例目については、いずれかが他方か

ら感染した可能性が考えられるが、先に感染したと考えられる農場が感染した

と考えられる時期には、近隣に野生イノシシの感染や他の発生農場は認められ

ておらず、比較的離れた地域からウイルスが運ばれた可能性が考えられた。瀬

戸市の３例（15例目、19例目及び 22例目）は、周辺に感染イノシシも存在し

たため、どちらの可能性もあると考えられた。 

愛知県豊田市の発生例（８例目）や愛知県田原市の発生例の一部（26 例目）、

愛知県西尾市での発生例（28例目）については、これらの農場が感染したと考

えられる時期に、発生農場の近隣で野生イノシシの感染や他の発生農場が確認
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されておらず、何らかの要因で比較的遠い場所からウイルスが運ばれた可能性

が考えられた。 

 

これらのウイルスが農場内に侵入した具体的な要因としては、農場内へのイ

ノシシの侵入防止対策が不十分であった事例や、農場に出入りする車両、給餌

車などの器具や人の消毒などが不十分な事例が認められた。一方、農場への野

生動物の侵入防止対策や、農場入り口での消毒などが徹底されていた農場でも

感染が起こっており、こうした農場では、カラス、ネズミ等の野生動物により

農場内にウイルスが侵入した可能性が考えられた。 

 

イ 豚舎への侵入要因 

28 例目までの各発生農場について、豚舎へのウイルスの侵入要因をこれま

での調査の結果に基づいて検討した結果、比較的可能性が高いものは表４のと

おりである。 

飼養管理者の長靴の交換や手指の消毒が徹底されていない事例や給餌車・堆

肥運搬車が消毒せずに豚舎を出入りする事例が認められた。また､豚舎間で豚

を移動させる際に、直接地面を歩かせる場合や、移動用のケージを使用してい

ても消毒が不十分である事例が認められた。少数ではあるが、未消毒の飼料を

給与していた事例もあった。更に、人や器具に対する衛生対策が実施されてい

る場合であっても、豚舎内に野鳥、ネズミやネコが侵入したことにより感染し

た可能性のある事例も認められた。 

 

（３）今後の調査 

 

次回の疫学調査結果のとりまとめに向けて、29例目以降の発生事例について検

討を進めるとともに、次の点について実施する必要がある。 

① 各発生農場への侵入時期をより適切に推定するとともに、野生イノシシにお

ける感染状況を適切に評価するため、感染豚や感染野生イノシシにおけるウイ

ルスの体内動態や免疫応答について検証を進める。 

② 各発生農場由来のウイルス株や野生イノシシ由来のウイルス株の遺伝子解析

等を実施し、発生農場間の関連性や野生イノシシ感染事例との関連性の有無に

ついて検証を進める。 

③ 豚コレラ発生のリスク要因と防御要因を明らかにするため、発生農場で実施

されていた衛生対策と非発生農場で実施されていた衛生対策の違い等について

検証を進める。 

④ 豚舎内外での野生動物の動態調査や CSFV 遺伝子検出調査等を行うことによ

り、野生動物による CSFVの伝播リスクについて検証を進める。 
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図 18 発生事例の推定ウイルス侵入時期の推定 
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表３ CSFVの各発生農場への推定侵入ルート 

 

発生例 県名 市町名
農場から直近の感染野生イノシシ確

認地点までの距離※ 発生日 推定ウイルス侵入時期
農場内への推定侵入ルート

（他の侵入ルートも否定されないが、比較的可能性の高いルートを記載）

1例目 岐阜県 岐阜市 - 2018年9月9日
2018年

7月上旬～8月上旬
・感染野生イノシシからの伝播
・感染野生イノシシ由来ウイルスの人、車両、野生動物を介した伝播

2例目 岐阜県 岐阜市 0.18 km 2018年11月16日
2018年

9月上旬～9月下旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの人、重機、野生動物を介した伝播

3例目 岐阜県 美濃加茂市 4.81 km 2018年12月5日
2018年

10月中旬～11月中旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの野生動物を介した伝播

4例目 岐阜県 関市 4.98 km 2018年12月10日
2018年

10月下旬～11月下旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの人、野生動物、飼料（野菜）を介した伝播

5例目 岐阜県 可児市 3.54 km 2018年12月15日
2018年

11月下旬～12月上旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの野生動物を介した伝播

6例目 岐阜県 関市 4.05 km 2018年12月25日
2018年

11月上旬～11月下旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの人や野生動物を介した伝播

7例目 岐阜県 各務原市 2.15 km 2019年1月29日
2018年12月下旬～

2019年1月上旬
・感染野生イノシシ由来ウイルスの野生動物を介した伝播

本巣市 - 関連農場
７例目発生農場からの豚の導入
日：2019年１月17日

・７例目発生農場からの豚の移動を介した伝播

8例目 愛知県 豊田市 32.78 km 2019年2月6日
2018年

12月上旬～12月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両、野生動物、人を介した伝播

愛知県田原
市、長野県宮
田村、岐阜県
恵那市、大阪
府東大阪市、
滋賀県近江八

幡市

- 関連農場

8例目農場からの豚の導入日
　愛知県田原市 ：２月２日
　長野県宮田村：２月５日
　岐阜県恵那市：２月３日
　大阪府東大阪市：１月18日
　滋賀県近江八幡市：１月31日

・８例目発生農場からの豚の移動を介した伝播

9例目 愛知県 田原市 77.28 km 2019年2月13日
2019年

1月中旬～2月上旬
・近隣発生農場由来のウイルスの野生動物や車両を介した伝播
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物や車両を介した伝播

養豚団地 - 関連農場 （団地内の農場で感染確認） ・９例目発生農場からの人、物、車両、野生動物を介した伝搬
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発生例 県名 市町名
農場から直近の感染野生イノシシ確

認地点までの距離※ 発生日 推定ウイルス侵入時期
農場内への推定侵入ルート

（他の侵入ルートも否定されないが、比較的可能性の高いルートを記載）

10例目 岐阜県 瑞浪市 10.36 km 2019年2月19日
2019年

1月中旬～1月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両又は野生動物を介した伝播

11例目 岐阜県 山県市 1.37 km 2019年3月7日
2019年

1月下旬～2月上旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物、沢水を介した伝播

12例目 岐阜県 山県市 0.90 km 2019年3月23日
2019年

2月中旬～3月上旬
・感染野生イノシシからの伝播
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両又は野生動物を介した伝播

13例目 愛知県 瀬戸市 4.95 km 2019年3月27日
2019年

2月上旬～2月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物を介した伝搬

14例目 愛知県 田原市 73.13 km 2019年3月28日
2019年

3月上旬～3月中旬
・近隣発生農場由来のウイルスの野生動物を介した伝播

養豚団地 - 関連農場 （団地内の農場で感染確認） ・14例目発生農場からの人、物、車両、野生動物を介した伝搬

15例目 愛知県 瀬戸市 4.80 km 2019年3月29日
2019年

3月中旬～3月下旬

・隣接発生農場由来のウイルスの野生動物や重機等を介した伝播
・感染野生イノシシからの直接伝播
・感染野生イノシシ由来のウイルスの人、車両等を介した伝播

16例目 愛知県 田原市 73.57 km 2019年3月29日
2019年

1月中旬～2月中旬
・近隣発生農場由来のウイルスの野生動物を介した伝播
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物を介した伝播

17例目 岐阜県 美濃加茂市 1.93 km 2019年3月30日
2019年

2月上旬～2月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物や洗浄されずに給与された野草等を介した伝播

18例目 岐阜県 恵那市 1.83 km 2019年4月9日
2019年

2月上旬～2月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物を介した伝播

19例目 愛知県 瀬戸市 5.06 km 2019年4月10日
2019年

3月上旬～3月下旬
・隣接発生農場由来のウイルスの野生動物を介した伝播
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物を介した伝播

20例目 岐阜県 恵那市 6.61 km 2019年4月17日
2019年

2月上旬～2月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両、野生動物、沢水を介した伝播
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※ 発生事例毎に、発生が確認される 14日前までに確認されていた感染イノシシ事例について解析。 

  １例目については、発生確認前に感染イノシシでの感染が確認された事実は無いが、発生確認後の調査では、９月 14日に

は発生農場から 7.4km 地点（岐阜市打越）、16 日には発生農場から 3.5km 地点（岐阜市大洞）で感染イノシシが確認され

ている。 

発生例 県名 市町名
農場から直近の感染野生イノシシ確

認地点までの距離※ 発生日 推定ウイルス侵入時期
農場内への推定侵入ルート

（他の侵入ルートも否定されないが、比較的可能性の高いルートを記載）

21例目 愛知県 田原市 74.41 km 2019年4月21日
2019年

3月20日以降
・近隣発生農場由来のウイルスの野生動物を介した伝播

関連農場
（田原市）

- 関連農場
（殺処分前の検査では感染は確

認されず）
-

22例目 愛知県 瀬戸市 4.61 km 2019年4月22日
2019年

3月下旬～4月上旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの野生動物を介した伝播
・他の発生農場由来のウイルスの野生動物を介した伝播

23例目 愛知県 田原市 73.17 km 2019年5月17日
2019年

3月下旬～4月中旬
・近隣発生農場由来のウイルスの車両又は野生動物を介した伝播

関連農場
（田原市）

- 関連農場
（殺処分前の検査では感染は確

認されず）
-

24例目 岐阜県 山県市 0.19 km 2019年5月25日
2019年

4月上旬～4月下旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの給餌車、車両又は野生動物を介した伝播

25例目 岐阜県 山県市 2.80 km 2019年6月5日
2019年

5月上旬～5月中旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両又は野生動物を介した伝播

26例目 愛知県 田原市 70.58 km 2019年6月12日 2019年6月上旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの車両等を介した伝播
・他の発生農場由来のウイルスの車両等を介した伝播

27例目 岐阜県 関市 2.66 km 2019年6月23日
2019年

4月下旬～5月中旬
・感染野生イノシシ由来のウイルスの人、野生動物、豚の移動を介した伝播

28例目 愛知県 西尾市 36.69 km 2019年6月29日
2019年

5月中旬～6月上旬
・車両又は野生動物を介した伝播（ウイルスの遺伝子解析は未実施）

関連農場
（西尾市）

- 関連農場
（団地内の農場及び分場で感染

確認）
・28例目発生農場からの人、物、車両、野生動物を介した伝搬
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表４ CSFVの各発生農場の豚舎内への推定侵入ルート 
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発生例 県名 市町名
豚舎内への推定侵入ルート

（他の侵入ルートも否定されないが、比較的可能性の高いルートを記載）

15例目 愛知県 瀬戸市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み

16例目 愛知県 田原市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み
・豚舎間の豚の移動時の持ち込み（輸送用ケージの汚染）

17例目 岐阜県 美濃加茂市
・手押し車による持ち込み
・野生動物による持ち込み
・豚舎間の豚の移動による持ち込み（母豚を歩かせての移動）

18例目 岐阜県 恵那市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み

19例目 愛知県 瀬戸市
・給餌車による持ち込み
・野生動物による持ち込み

20例目 岐阜県 恵那市
・野生動物による持ち込み
・沢水による持ち込み

21例目 愛知県 田原市

・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み
・給餌車による持ち込み
・豚舎間の豚の移動による持ち込み（輸送用ケージの汚染）

関連農場
（田原市）

-

22例目 愛知県 瀬戸市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み

23例目 愛知県 田原市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み

関連農場
（田原市）

-

24例目 岐阜県 山県市
・豚舎間の豚の移動による持ち込み（母豚を歩かせての移動）
・野生動物による持ち込み
・給餌車による持ち込み

25例目 岐阜県 山県市 ・野生動物による持ち込み

26例目 愛知県 田原市
・人による持ち込み
・給餌車による持ち込み

27例目 岐阜県 関市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み
・豚舎間の豚の移動による持ち込み（豚を歩かせての移動）

28例目 愛知県 西尾市
・人による持ち込み
・野生動物による持ち込み
・豚舎間や系列農場間の豚の移動による持ち込み（輸送用ケージの汚染）

関連農場
（西尾市）

・人、物、野生動物による持ち込み
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７ 提言 

 

（１）野生イノシシでの感染確認が継続している現状において、６（２）のアに記載

した CSFVの農場への推定侵入ルート及び６（２）のイに記載した豚舎内への推定

侵入ルートを遮断するためには、以下の対策を確実に実行することが重要である。 

① 毎日の健康観察と早期通報・相談 

野生イノシシからの感染の可能性がある地域及びその周辺の地域では、農場

周辺で野生イノシシの感染が確認されていない場合であっても、これまでの発

生農場で認められた症状や感染試験の結果を踏まえ、神経症状や死亡等の明確

な臨床症状を示さず、発熱、元気消失、食欲減退、流死産や結膜炎など豚コレ

ラを疑う症状が認められた場合にも、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛

生所に通報を行う必要がある。また、農場の全従業員に対し、周知徹底し、早

期通報に努める必要がある。その際、抗生物質による治療等により、いたずら

に豚コレラの発見が遅れることがないよう、豚コレラの症状や疫学に関する情

報の把握に努める必要がある。 

② 野生動物対策 

野生イノシシからの感染の可能性がある地域では、野生イノシシの農場への

侵入を防止するため、衛生管理区域境界における防護柵や電柵の設置を徹底す

る必要がある。また、豚舎内のネズミの駆除や豚舎の開口部への防鳥ネットの

設置等の、豚舎内への野生動物の侵入防止対策を行う必要がある。なお、設置

した防護柵や防鳥ネットは定期的に点検し、破損があった場合は速やかに補修

すること、豚舎周囲・農場周囲に定期的に消石灰を散布し、野生動物が接近し

にくい環境を作ることも必要である。 

また、ウイルスが付着した野鳥や小動物を農場内に誘引しないよう、こぼれ

た飼料を放置しない、豚の死体を堆肥舎等に放置しない等の対策を徹底する必

要がある。 

③ 適切な洗浄・消毒の履行 

農場内及び豚舎内へのウイルスの侵入を防止するため、飼養衛生管理基準に

基づく衛生管理区域の設定や、農場や豚舎の出入口付近や周辺の消毒、農場及

び豚舎に出入りする人、器具及び畜産関係車両以外も含めた車両の洗浄・消毒

を徹底する必要がある。更に、野生イノシシからの感染の可能性がある地域で

は、次の点に留意する必要がある。 

ア 農場入り口での車両の消毒は、十分な水圧のある動力噴霧器を使用するこ

と 

イ 豚舎に入る際には、踏み込み消毒を行うだけでなく、豚舎ごとに専用の長

靴を使用するとともに、豚舎ごとの使い捨て手袋を使用するか、手洗い及び手

指の消毒を行うこと 

ウ 手押し車等の器具類を豚舎外から持ち込まないようにするとともに、やむ

を得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒を徹底し、豚房の中には入れない等の対

策を行うこと 
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④ 農場内での豚の移動時の対策 

野生イノシシからの感染の可能性がある地域では、豚舎間で豚を移動させる

場合には、豚舎外を歩かせることは避け、洗浄・消毒済みのケージを利用する

必要がある。やむを得ず豚舎外を歩かせる場合は、豚を歩かせる前に通路を十

分に洗浄・消毒する必要がある。 

⑤ 適切な飼料の給与 

野生イノシシからの感染の可能性がある地域で採取した野草や野菜を給与し

ないよう留意する必要がある。 

⑥ 感染リスクがある地域の農場から豚を出荷する場合の対策の徹底 

これまでの発生農場における感染確認までの経過から、農場にウイルスが侵

入してから症状などにより豚コレラを疑うまでには 1か月程度を要する可能性

が高いことから、感染イノシシの生息している地域に所在するなど、一定の感

染リスクがあると認められる農場については、他の農場への豚の出荷に際し、

事前に検査を実施するなど、予防的な対策を実施する必要がある。 

⑦ 適切な水の使用 

野生イノシシからの感染の可能性がある地域では、沢水や川の水等が CSFVに

汚染されている可能性があることから、これらの表層水の豚の飲水や豚舎等の

洗浄用水としての使用は避け、やむを得ず使用する場合には、消毒の実施と消

毒薬の濃度などの管理を徹底する必要がある。 

 

（２）と畜場への生体出荷車両については、と畜場・農場での車両内外、特に運転席

の消毒の徹底、運転手の更衣や長靴の交換等を引き続き実施する必要がある。

また、各施設においては、豚を搬入する車両と、洗浄・消毒後の車両の動線が

交差しないように注意するとともに、カラス等の野生動物の対策が必要である。 

 

（３）感染イノシシの生息している地域に所在する等、一定の感染リスクが認められ

る地域から、ウイルスに汚染された可能性がある畜産資材を導入する場合は、

野生イノシシが接触することのないよう管理の徹底、運搬車両の消毒、畜産資

材の消毒や一定期間保管等によるウイルスの不活化等の対策を行うことが必

要である。 

 

（４）海外からの肉又は肉製品の持ち込みを防止するため、肉又は肉製品の我が国へ

の持ち込みが禁止されていることについて外国人旅行者等に対する周知を徹底

するとともに、違反事例に対する取り締まりの徹底や罰則の強化を図る必要が

ある。また、これらが持ち込まれた場合に、野生イノシシが感染することを防

止するため、イノシシ等の野生動物が出現するおそれのある行楽地や観光地等

におけるごみの放置禁止及びごみ置き場等における野生動物の接触防止等の対

策を徹底する必要がある。 
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（５）野生イノシシからの感染を防止するためには、野生イノシシでの感染地域を把

握する必要があることから、すでに野生イノシシの感染が確認されている地域

の周辺地域における野生イノシシのサーベイランスを強化すべきである。 

また、発生農場の周辺で野生イノシシの感染が認められていない場合であって

も、イノシシの感染が起こっている可能性は否定できないことから、発生農場の

周辺地域については、野生イノシシの感染の有無にかかわらず、野生イノシシの

捕獲と感染の有無に関する検査を強化する必要がある。 
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